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①高等学校等就学支援金制度

ご家庭の教育費負担軽減を図るための、国による授業料支援の仕組みです。
令和８年度より所得制限がなくなり、生徒の国籍等の対象要件が追加されます。
毎年４月に申請することにより、授業料（全日制の場合、年額118,800円）を納付
する必要がなくなります。
下のイメージ図で高等学校等就学支援金制度の支給対象外に該当する生徒は、
②高校生等・新修学支援で授業料の支援が受けられる場合があります。

②高校生等・新修学支援（外国籍生徒向け）

高等学校等就学支援金制度の見直しに伴い、就学支援金の対象外となる外国籍の
生徒（新入生の留学生を除く）に対して、就学支援金と同等の水準で授業料を支援
する制度です。
就学支援金の対象外となる外国籍等の生徒は、４月中に４～６月分の申請をして

いただく必要がありますので、学校事務室へお問い合わせください。

令和８年4月 4月～6月分までの新修学支援について申請（令和7年度課税額）← 今回
令和８年7月 7月～翌6月分までの新修学支援について判定（令和8年度課税額）
以降毎年７月に当該年度の課税額、国籍等で新修学支援の受給資格の判定を行います。

◎離婚・再婚等による親権者の変更や税の更正等が行われた場合は、速やかに学校事務室へお知らせください。

就学支援金
対象

支給対象外の場合、
新修学支援対象と
なる可能性があり
ます。

※令和８年３月末から引き続き高等学校等に在学する生徒（在校生。留学生含む。）で見直し
後の就学支援金対象外となる生徒は、経過措置により旧制度の就学支援金所得制限内ならば
就学支援金の対象となります。（３月まで就学支援金認定者は４～６月も対象となる。）

※令和８年３月末から引き続き高等学校等に在学する生徒（在校生。留学生含む）で就学支援金
対象外となる生徒は、所得にかかわらず新修学支援の対象となります。
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